
＜適時開示体制の概要についての模式図＞

連絡 　　　　連絡

TDnetへの登録による適時開示（注１）

取締役会：決議

経営会議（注２）：決議

当該重要事実に関する担当役職員 子会社担当の当社役職員

★決定事実
★発生事実
★決算情報

子会社における
★決定事実
★発生事実
★決算情報

情報管理は、管理部長、経営企画部長および
「社長が別途指定する者」が担当する。

（注）１．TDnetへの登録に加え、当社ウェブサイトへの掲載を行う。
２．経営会議とは、取締役会に次ぐ重要事項についての決定機関である。
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